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　市制施行60周年を迎えた行田市の魅力を再発見でき
る「行田ものしり博士クイズ」。
　全問正解者の中から毎月抽選で、市内で採取した行
田のおいしい水「古代蓮の雫」1ケース（500mlペッ
トボトル24本入り）を1人に、郷土博物館と古代蓮会
館の入館券（各2枚）をセットにして5人にプレゼント
します。クイズに答えてあなたも行田ものしり博士に
なりましょう。

問１　100年以上の歴史を持つ、毎年12月6日に開催
される酉の市が行われる場所はどこでしょう？

　Ⓐ下町愛宕神社　　Ⓑ市役所前　　
　Ⓒさきたま古墳公園

問２　環境省の絶滅危惧種に指定され、冬になると星
川流域で小さな白い花を咲かせる植物は？

　Ⓐキタミソウ　　Ⓑミナミソウ　　Ⓒヒガシソウ

問３　コミュニティセンターみずしろ3階にある、行
田市子育て支援センターの愛称は？

　Ⓐつちのこ　　Ⓑたけのこ　　Ⓒはすのこ

▶応募方法　①クイズの答え②住所③氏名④電話番号を
明記し、はがきまたはＥメールで広報広聴課「行田も
のしり博士クイズ12月号」係。

 【はがき】〒361－8601行田市本丸2－5 
 【Ｅメール】kohoquiz@city.gyoda.lg.jp
▶応募要件　応募は一人一通
▶締め切り　12月28日（月）（必着）
▶そ の 他　全問正解者多数の場合は抽選とします。当選

者の発表は商品の発送をもって代えさせていただきま
す。「古代蓮の雫」の当選者には引換券を送付します。
なお、正解は市報ぎょうだ2月号で発表します。

▶問い合わせ　広報広聴課広報広聴担当（内線318）

 「行田ものしり博士クイズ」10月号の正解
 【問１】Ⓑ約250ｍ 　【問２】Ⓒ本丸土塁 
 【問３】ⒶVIVAぎょうだ

法律相談 Ｑ＆Ａ

　市では毎月第４火曜日に法律相談を行っていま
す。ここでは法律相談で寄せられるよくある相談を
紹介します。

Ｑ　遺言について教えてください。
Ａ　一般的に用いられる遺言には、①自筆証書遺
言、②秘密証書遺言、③公正証書遺言があります。
遺言の各方式は、遺言者の真意を尊重するためにも
うけられているもので、この方式に違反した遺言は
無効となります。
①自筆証書遺言　遺言をする人（遺言者）が自分で
遺言の全文、日付、氏名を手書きで作成し、押印す
る方式で行う遺言です。日付や氏名などの記載がな
いものや他人が代筆したもの、パソコンで作成した
ものは無効となります。この方式は比較的簡単に作
成でき費用もかからないのがメリットですが、遺言
者が死亡後、家庭裁判所で検認手続を行わなければ
開封できないことがデメリットでもあります。これ
は、遺言書の偽造や勝手な書き換えを防ぐために行
うものです。
②秘密証書遺言　遺言の内容を記載した文書に遺言
者が署名押印して封筒に入れ、遺言書に用いた印で
封印し、これを公証人に提出して作成する遺言で
す。遺言の内容を誰にも知られたくない場合などに
利用されます。
③公正証書遺言　公証役場で遺言者が２人以上の証
人の立会いの下、遺言の趣旨を公証人に述べ、これ
を公証人が筆記し、その内容を読み聞かせ、全員が
署名押印して作成する遺言です。作成に費用がかか
るというデメリットはありますが、自筆証書遺言の
ように開封時に家庭裁判所での検認手続は不要で死
亡後すぐ開封できるというメリットがあります。
　なお、公正証書遺言は作成後、原本は公証人が長
期にわたり保管することになっています。

　市で行っている法律相談は予約制ですので、希望
する方は生活課へ申し込みください。
▶申し込み・問い合わせ　同課市民生活担当（内線
　251・252）


